
議案第３８号 

 

 

   山都町一般住宅及び復興一般住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正

について 

 山都町一般住宅及び復興一般住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり定める。 

  令和８年６月５日提出 

山都町長 坂本 靖也   

 

 

（提案理由） 

 山都町公営住宅等長寿命化計画に基づき、橘一般住宅を解体することから山都町

一般住宅及び復興一般住宅の設置及び管理に関する条例を改正する必要がありま

す。 

 これが、この議案を提出する理由です。 

 



 

山都町一般住宅及び復興一般住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

  令和  年  月  日 

山都町長 

 

山都町条例第  号 

   山都町一般住宅及び復興一般住宅の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 

 山都町一般住宅及び復興一般住宅の設置及び管理に関する条例（平成１７年 

山都町条例第１３７号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表橘住宅の項を削る。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



1/1 

山都町一般住宅及び復興一般住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第137号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(一般住宅の設置) (一般住宅の設置) 

第2条 町に、次の表に掲げる一般住宅を設置する。 第2条 町に、次の表に掲げる一般住宅を設置する。 

一般住宅の名称 所在地 

南田一般住宅 山都町南田156番3 

和の杜団地 山都町須原497番 

緑川団地 山都町緑川1522番 

花上団地 山都町花上382番 

橘住宅 山都町橘1384番 

東竹原住宅 山都町東竹原285番1 

上ゲ住宅 山都町二瀬本1725番10 
 

一般住宅の名称 所在地 

南田一般住宅 山都町南田156番3 

和の杜団地 山都町須原497番 

緑川団地 山都町緑川1522番 

花上団地 山都町花上382番 

東竹原住宅 山都町東竹原285番1 

上ゲ住宅 山都町二瀬本1725番10 
 

 



橘一般住宅

資料１



【橘一般住宅】

橘１３８４番地

←至二瀬本 県道河内矢部線 至橘→

S６２－１
消防小屋




